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―
年
金
問
題
と
パ
ー
ト
労
働
者
― 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
２
月
20
日
（
金
）
６
：
30
～
） 

 
 

 
 
 
 
 

発
表
者 

中
澤
秀
一
特
別
研
究
員 

 

布
川
所
長
よ
り
、
始
め
る
に
あ
た
っ
て
前
回
の
「
同
一

価
値
労
働
同
一
賃
金
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
ま
と
め
の
報

告
を
片
桐
所
員
に
要
請
し
た
。
片
桐
所
員
は
、
「
同
一
価

値
労
働
同
一
賃
金
」
は
、
ジ
エ
ン
ダ
ー
問
題
か
ら
う
ま
れ
、

諸
外
国
の
事
例
を
出
し
特
に
カ
ナ
ダ
や
イ
ギ
リ
ス
の
事

例
が
参
考
に
な
る
が
日
本
へ
の
適
用
は
多
く
の
困
難
が

あ
る
。
そ
し
て
パ
ー
ト
労
働
者
の
均
等
処
遇
の
確
立
へ
向

け
た
取
組
が
「
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
」
の
方
向
と
な

り
得
る
と
述
べ
た
。 

 

中
澤
特
別
員
は
、
年
金
問
題
を
「
年
金
制
度
改
革
政
府

案
」
を
中
心
に
発
表
を
進
め
た
。
そ
し
て
、
「
改
革
案
」

は
、
①
厚
生
年
金
保
険
料
率
が
０４
年
１０
月
か
ら
毎
年

0.354
％
ず
つ
引
上
げ
‘17
年
度
に
は
18.3
％
に
固
定
②
国
民
年

金
保
険
料
‘05
年
４
月
か
ら
月
額
280
円
ず
つ
引
上
げ
‘17
年

度
に
は16,900

円
に
固
定
③
国
民
年
金
保
険
料
の
減
免

制
度
拡
充
（
収
入
に
よ
り
25
％
～
75
％
減
額
措
置
）、
納

付
猶
予
制
度
の
導
入
（
20
代
青
年
な
ど
納
付
で
き
な
い
と

き
の
措
置
）
こ
の
３
点
が
あ
り
、
実
現
の
可
能
性
が
高
い

一
方
で
「
パ
ー
ト
労
働
者
へ
の
厚
生
年
金
へ
の
対
象
拡

大
」
は
見
送
ら
れ
た
（
５
年
後
め
ど
に
拡
大
を
検
討
す
る
） 

 

こ
の
パ
ー
ト
へ
の
適
用
拡
大
の
試
案
は
、
改
正
案
１
で

は
、
現
行
年
収
130
万
円
以
上
を
65
万
円
以
上
に
（「
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
の
選
択
と
税
制･

社
会
保
障
制
度･

雇
用
シ

�

ス
テ
ム
に
関
す
る
中
間
報
告
）、
改
正
案
２
で
は
、
現
行

の
週
労
働
時
間
が
正
社
員
の
４
分
の
３
以
上
（
週
30
時
間

以
上
）
を
週
労
働
時
間
20
時
間
以
上
に
、
こ
の
内
案
２
で

は
、
資
本
側
は
反
対
（
日
本
フ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
協
会
等
）

し
て
い
た
の
で
、
今
回
は
見
送
り
と
な
っ
た
。 

 
 

パ
ー
ト
へ
の
適
用
見
送
り
は
？
？
？ 

 

中
澤
特
別
員
は
、
今
回
の
見
送
り
で
安
堵
感
が
出
て
良

い
だ
ろ
う
か
、
と
い
っ
て
労
働
者
側
は
２
つ
の
面
で
捉
え

る
こ
と
が
必
要
、
第
１
に
厚
生
年
金
保
険
料
を
払
っ
て
い

な
い
労
働
者
は
、
負
担
が
大
き
く
な
り
不
安
を
持
っ
た
、

第
２
に
、
老
後
の
保
障
が
手
厚
く
な
る
と
期
待
し
た
こ
と
、

で
あ
る
。
例
え
ば
「
ボ
ー
ナ
ス
の
な
い
、
月
収
10
万
円
の

パ
ー
ト
労
働
者
」
の
場
合
、
厚
生
年
金
が
適
用
さ
れ
る
と
、

労
働
者
本
人
、
企
業
が
そ
れ
ぞ
れ
月
額6,790

円
ず
つ
負

担
す
る
こ
と
に
な
る
。 

 
 

厚
生
年
金
の
空
洞
化 

 

厚
生
年
金
の
問
題
は
、
厚
生
年
金
の
空
洞
化
に
あ
る
、

そ
れ
は
、
厚
生
年
金
か
ら
中
小
、
零
細
の
企
業
が
違
法
に

脱
退
す
る
ケ
ー
ス
の
増
大
と
社
会
保
険
事
務
所
も
、
経
営

の
苦
し
い
企
業
の
脱
退
を
黙
認
し
て
い
る
実
態
（
厚
生
年

金
や
政
管
健
保
を
脱
退
し
た
事
業
所
数
は
２
０
０
２
年
度

過
去
最
高
の8

7
,
2
0
0

件
）
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
空
洞
化

は
年
金
の
持
つ
所
得
再
配
分
機
能
を
弱
め
る
結
果
を
も
た

ら
す
と
い
う
以
上
に
、
理
論
的
に
も
、
社
会
保
障
に
お
け

る
使
用
者
負
担
の
原
則
（
３
者
負
担
の
原
則
…
被
保
険

者
・
雇
主
・
国
庫
負
担
）
に
反
す
る
も
の
あ
り
、�

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

   

�
使
用
者
責
任
の
放
棄
に
な
り
大
き
な
問
題

で
あ
る
と
述
べ
ま
し
た
。 

パ
ー
ト
労
働
者
へ
の
適
用
拡
大
の
持
つ
意
味 

こ
の
年
金
の
「
支
え
手
」
を
増
や
す
こ
と
が

政
府
の
目
的
で
あ
る
た
め
、
資
本
が
パ
ー
ト
を

利
用
す
る
大
き
な
一
つ
の
理
由
は
、
社
会
保
険

料
の
使
用
者
負
担
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
と

い
っ
て
、
適
用
範
囲
を
拡
大
し
て
も
、
更
に
短

時
間
低
賃
金
労
働
者
を
増
や
す
結
果
に
な
り

か
ね
な
い
。
だ
か
ら
、
全
て
の
労
働
者
が
自
立

で
き
る
よ
う
な
枠
組
み
の
中
で
、
適
用
拡
大
と

同
時
に
社
会
保
障
の
充
実
を
考
え
る
べ
き
で

あ
る
。
更
に
フ
ル
タ
イ
ム
と
パ
ー
ト
と
の
均
等

待
遇
、
賃
金
格
差
是
正
、
仕
事
と
家
庭
が
両
立

で
き
る
条
件
（
時
短
等
）
の
実
現
等
も
同
時
に

目
指
す
課
題
で
あ
る
。 

最
低
保
障
年
金
の
実
現 

厚
生
年
金
と
い
う
一
つ
の
制
度
に
と
ら
わ

れ
ず
、
年
金
制
度
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
で
考

え
る
と
、
全
額
国
庫
負
担
の
最
低
保
障
年
金
の

実
現
も
併
せ
て
要
求
し
て
い
く
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
特
に
「
ス
ェ
ー
デ
ン
モ
デ
ル
」
が
大

い
に
参
考
に
な
る
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
そ
の

上
で
、
中
小
零
細
企
業
に
対
し
て
は
助
成
制
度

等
、
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
発
表
を
終
え

ま
し
た
。 

 
 

討討討
論論論
ののの
内内内
容容容   
 

布
川
所
長
は
討
論
要
点
と
し
て
、
①
パ
ー

ト
・
フ
リ
ー
タ
ー
等
に
お
け
る
年
金
問
題
の
反

応
が
ど
う
出
て
き
て
い
る
か
。
金
融
で
は
、
老

後
の
問
題
よ
り
も
、
保
険
料
の
負
担
に
対
す
る

不
安
が
強
い
。
学
生
の
場
合
、
国
民
年
金

13,300

円
払
う
な
ら
、
20
時
間
以
上
で
厚
生

年
金
に
加
入
す
れ
ば6,790

円
で
済
む
と
い
っ

て
い
る
。
②
パ
ー
ト
へ
の
20
時
間
の
適
用
拡
大

は
負
担
と
な
る
か
。
こ
の
問
題
を
目
先
で
考
え

る
よ
り
最
低
保
障
年
金
制
度
の
確
立
に
向
け

て
の
運
動
、
要
す
る
に
国
民
の
生
存
権
の
運
動

に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。（
足
立
氏
）
ま
た
、

３
号
被
保
険
者
制
度
は
、
日
本
だ
け
の
も
の
で
す
。 

そ
し
て
、
最
低
保
障
年
金
の
目
指
す
方
向

は
、
ス
ェ
ー
デ
ン
方
式
が
良
い
と
思
わ
れ
る
。

（
中
澤
氏
） 

こ
れ
か
ら
３
月
の
定
例
研
究
会
（
３
／
19
）

は
、
引
続
き
「
年
金
問
題
と
パ
ー
ト
労
働
者

P
A

R
T

２
」
を
深
め
、
特
に
諸
外
国
の
事
例
と

特
徴
な
ど
を
中
澤
特
別
員
に
発
表
報
告
を
要

請
し
ま
し
た
。
次
回
の
定
例
研
究
会
は
楽
し
み

に
し
て
待
っ
て
く
だ
さ
い
。 （

文
責 

片
桐
） 

※
会
員
、
組
合
員
の
皆
さ
ん
か
ら
の
投
稿
を 

 

歓
迎
し
ま
す
。
な
ん
で
も
結
構
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【
今
後
の
日
程
表
】 

◆
３
月
９
日(

火)

17
：
00
～
「
年
金
学
習
会
」

ダ
イ
ト
ウ
ケ
ミ
ッ
ク
ス
労
組 

 
 
 
 
 
 
 

講
師
：
中
澤
特
別
研
究
員 

◆
３
月
18
日(

木)

18
：
30
～
第
26
回
所
員

会
議 

於:

：
県
評 

◆
３
月
19
日(

金)

18
：
30
～
「
３
月
定
例
研

究
会
―
年
金
問
題
パ
ー
ト
労
働
者P

R
A

T

２
」
於
：
静
岡
労
政
会
館
５
Ｆ 

◆
４
月
16
日(

金)

18
：
30
～
「
４
月
定
例
研

究
会
」
於
：
静
岡
労
政
会
館
５
Ｆ 

 


